
 1 

生徒心得 

 

１ 規律ある生活態度 

   常に本校の生徒としての自覚と誇りをもち、自己の行為に対して責任をもつとともに、本校の名誉を

傷つけないようにする。 

（１） 生徒手帳は常に携行し、本校生徒としての品位を失わぬよう心掛ける。 

（２） 風紀上好ましくない遊技場・飲食店等に立ち入らない。 

（３） 飲酒・喫煙・暴力行為等、法に触れることは厳に慎む。 

（４） 運転免許（自動車・自動二輪車・原動機付自転車等）の取得はしない。 

（５） アルバイトはしない。特別の事情のある者は、保護者より担任・生徒指導部を通して校長の許

可を得る。 

（６） 授業等に必要のない物品（雑誌・トランプ等あるいは、不必要な金銭や貴重品）は、学校へ持

ち込まない。 

（７） 先生、来客、生徒相互にあいさつをする。 

（８） 異性との交際は、高校生らしい、明るい節度あるものにする。 

（９） 盗難・紛失・拾得および事故があった場合は、担任を通して生徒指導部へ届ける。 

（10） 携帯電話については、教員の指導の下での場合に限り使用を認める。（普段は電源を切り、カバ

ンの中に入れておくこと。） 

（11） 化粧・マニキュア・色付きリップはしない。 

 

２ 登下校 

（１） 通学には本校指定の制服を着用し，生徒手帳を携帯する。また，交通ルールを遵守して事故の

ないように心がける。 

（２） 通学に自家用車で送迎をしてもらう場合は、校内に乗り入れない。ただし骨折等の事情がある

場合は別とする。 

（３） 通学に自転車を使用する時は，自転車通学許可願に所定事項を記入して学級担任および生徒指 

導部に届け出て許可を得る。 

ア 自転車通学許可条件 

（ａ）「自転車通学許可願い」を提出する。（入学時に登録する） 

（ｂ）自転車点検を受ける。（１年生４月） 

イ 許可基準 

（ａ）駐輪場のタイヤ止めに入らない太いタイヤの自転車は使用しない。 

（ｂ）スタンドがあること。 

（ｃ）車体はしっかり整備され、施錠ができること。（ツーロックが望ましい） 

（ｄ）自転車保険に加入すること。 

ウ 通学時の規定 

（ａ）ヘルメット着用に努める。 

（ｂ）雨天時はカッパを使用し、傘さし運転をしない。 

（ｃ）交通ルール・マナーを遵守する。 

（ｄ）指定の駐輪場に駐輪すること。 

 

３ 服装規定 

  （１） 冬服 

（ａ）本校指定のブレザー・スカート又はスラックスとする。 

（ｂ）本校指定のボタンを使用する。 

（ｃ）本校指定のネクタイ又はリボン（オプション）を着用する。 

（ｄ）上着の下は本校指定のカッターシャツとする。 

（ｅ）スカート丈については膝頭を基準とする。変形は認めない。 
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   （２） 夏服 

（ａ）上着は本校指定の半袖カッターシャツ又はポロシャツ（オプション）とする。 

（ｂ）本校指定のスカート又はスラックスを着用する。 

     （ｃ）ネクタイ・リボンは着用しなくてもよい。 

（３） 更衣の時期 

更衣の時期は特に設けない。年間を通して本校指定の制服であれば冬服・夏服どちらでも良い。

気温が高くて暑いときには、上着を脱いでもよい。但し、本校指定のカッターシャツとする。 

（４） その他の服装規定 

（ａ）式典（入学式・卒業式）はオプションのリボン・ポロシャツは不可とし、上着着用とする。 

（ｂ）通学の靴は運動靴、または、黒か茶色の短革靴とする。 

（ｃ）靴下は華美でないものとする。長さは足首以上膝下とする。 

（ｄ）上履きは、学年色指定のスリッパとする。 

（ｅ）スカートの下にハーフパンツ等を着用するときは、スカートの裾から見えない長さにする。 

（ｆ）鞄は華美でなく通学にふさわしいものとする。 

（ｇ）ベルトは黒・茶の華美でないものとする。 

（ｈ）やむを得ない理由により異装する場合は、生徒指導部へ「異装許可願」を提出し、許可を

受ける。 

（ｉ）カーディガン・ベストは本校指定のものを着用する。 

（ｋ）長袖カッターシャツの場合５月～１０月の期間はネクタイ・リボンは着用しなくてもよい。 

但し、上着（ブレザー・カーディガン・ベスト）を着る場合は着用する。 

（５） 防寒具（１０月１６日～４月１５日） 

（ａ）防寒コートは、華美でないものとする。 

（ｂ）防寒コートはブレザーの上に着用する。 

（ｃ）タイツは黒の無地とする。 

（ｄ）カーディガンは本校指定のものを着用する。 

（ｅ）登下校時に限り、ズボン型の防寒着を許可する。但し、防寒具の上に、スカートを着用し

ない。 

４ 頭髪規定 

（１） パーマ・巻髪・染色・脱色等の技巧はしない。 

（２） 極端な髪型はしない。 

（３） 髪を留めるヘアピンや髪を結ぶゴムは華美でない（黒・紺・茶のいずれか）ものとする。付

け毛（エクステンション）はしない。 


